
明示のタイミング 新しく追加される明示事項
全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時 

1. 就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の締結時と
更新時

2. 更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

　あわせて、最初の労働契約より後に更新上限を新設・短縮する場合、
　その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

無期転換ルール ( ※ ) に基づ
く無期転換申込権が発生する
契約の更新時

3. 無期転換申込機会
4. 無期転換後の労働条件
　あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じ
　て、 正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明
　するよう努めなければならないこととなります。





週所定労働
時間の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

4時間以上 ―

30万円
3時間以上
4時間未満 5％以上

2時間以上
3時間未満 10％以上

1時間以上
2時間未満 15％以上

要件 1 人当たり
助成額

①賃金の 15％以上を追加支給
　（社会保険適用促進手当）

1 年目
　　　  
　   20 万円

②賃金の 15％以上を追加支給
　（社会保険適用促進手当）
　3 年目以降、③の取組

2 年目

　   20 万円

③賃金の 18％以上を増額
3 年目

　   10 万円
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受付・開館時間 閉室・休館日
ロビー 9:00 ～ 21:30 水曜日・年末年始

貸室 9:00 ～ 21:30
(受付は17時30分まで） 水曜日・年末年始

情報
ライブラリー

10:00 ～ 20:00
( 日曜は 17 時まで )

水曜日・祝日・毎月最終火曜
日・特別整理期間・年末年始

相談室 9:00 ～ 20:00
(土曜は 17 時まで )

水曜日・日曜日・祝日・年
末年始

すてっぷホームページ　https://toyonaka-step.jp
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事業 内容 補助対象経費

①就業規則等を整備するための
    事 業

職場環境整備等のための就業規則等
の変更にかかる社会保険労務士等へ
の費用

・委託費
・報酬 　等

②働きやすい職場環境づくりを
    進めるための事業

職場環境整備等のための社内研修ま
たは外部研修に要する費用

・外部研修参加費
・研修委託費　　　　　　　　　　　　
・外部講師への謝礼金 等

③ものづくり人材を育成する
　ための事業

全国のポリテクセンター・ポリテク
カレッジが実施する研修またはセミ
ナーの受講料

・オーダー型セミナーを含む受講料

④副業人材等の人材を活用するた
    めの事業

副業人材等を活用するために要する
費用

・専用サイト登録掲載料
・副業人材等への業務委託費
・仲介手数料、コーディネイト料  等




